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関連する
社内規程

該当箇所
分析
結果

脆弱性 管理策

A.5
セキュリティ基本方
針

A.5.1
情報セキュリティ基
本方針

情報セキュリティの
ための経営陣の方
向性及び支持を、業
務上の要求事項、関
連する法令及び規
則に従って規定する
ため。

A.5.1.1
情報セキュリティ基
本方針文書

情報セキュリティ基
本方針文書は，経営
陣によって承認さ
れ，全従業員及び関
連する外部関係者
に公表し，通知する
こと。

情報セキュリティ推
進委員会が情報セ
キュリティ基本方針
書を策定し、経営者
に承認を得、従業
員、外部関係者に公
表し、通知することを
定めているか？

－－－－－ －－－ N

情報セキュリ
ティ基本方針
が明確でな
い。

ＩＳＭＳ推進委
員会が情情報
セキュリティ基
本方針文書を
策定し、経営
者に承認を得
ていない。

3

ＩＳＭＳ推進委員会が
情報セキュリティ基
本方針文書を策定
し、経営者に承認を
得るように定める。

情報セキュリティ基
本方針書

情報セキュリティ運
営管理規程

全般

10

1

A.5.1.2
情報セキュリティ基
本方針のレビュー

情報セキュリティ基
本方針は，あらかじ
め定められた間隔
で，又は重大な変化
が発生した場合に，
それが引き続き適
切，妥当，及び有効
であることを確実に
するためにレビュー
すること。

情報セキュリティ基
本方針書を環境変
化に合わせるため、
定期的に見直すこと
を定めているか？

－－－－－ －－－ Ｎ

情報セキュリ
ティ基本方針
が明確でな
い。

情報セキュリ
ティ基本方針
文書に環境変
化に合わせる
ため、定期的
に見直すこと
を定めていな
い。

3

情報セキュリティ基
本方針文書に環境
変化に合わせるた
め、定期的に見直す
ことを定める。

情報セキュリティ基
本方針書

情報セキュリティ運
営管理規程

全般

10

1

A.6
情報セキュリティの
ための組織

A.6.1
情報セキュリティ基
盤

組織内の情報セ
キュリティを管理す
るため。

A.6.1.1
情報セキュリティに
対する経営陣の責
任

経営陣は，情報セ
キュリティの責任に
関する明りょうな方
向付け，自らの関与
の明示，責任の明確
な割当て及び承認を
通して，組織内にお
けるセキュリティを積
極的に支持するこ
と。

ＩＳＭＳの運用・維持
にあたっての責任・
割り当て及び承認を
通して、セキュリティ
を積極的に支持する
ことを定めている
か？

－－－－－ －－－ Ｎ
情報セキュリ
ティの推進体
制の不備

ＩＳＭＳを推進
するにあたり、
明瞭な指導と
経営陣指示の
情報セキュリ
ティの推進体
制が確立され
ていない。

3

ＩＳＭＳを推進するに
あたり、明瞭な指導
と経営陣指示の情
報セキュリティの推
進体制を確立するよ
うに定める。

情報セキュリティ運
営管理規程

3 1

A.6.1.2
情報セキュリティの
調整

情報セキュリティ活
動は，組織のなか
の，関連する役割及
び職務機能をもつさ
まざまな部署の代表
が，調整すること。

情報セキュリティを
推進する体制が確
立され組織を横断的
に調整できるように
メンバーが参加して
いるか？

－－－－－ －－－ Ｎ
セキュリティ調
整の不備

情報セキュリ
ティを推進する
体制が確立さ
れておらず組
織を横断的に
調整できるよう
にメンバーが
参加していな
い。

3

情報セキュリティ運
営委員会は組織を
横断的に調整できる
ようにメンバーを選
出するように定め
る。

情報セキュリティ運
営管理規程

3 1

A.6.1.3
情報セキュリティ責
任の割当て

すべての情報セキュ
リティ責任を，明確
に定めること。

情報セキュリティを
推進するための責
任と権限を定めてい
るか？

－－－－－ －－－ Ｎ 不明確な責任

情報セキュリ
ティを推進する
ための責任と
権限を定めて
いない。

3
情報セキュリティを
推進するための責
任と権限を定める。

情報セキュリティ運
営管理規程

3 1

A.6.1.4
情報処理設備の認
可プロセス

新しい情報処理設
備に対する経営陣に
よる認可プロセスを
定め，実施するこ
と。

ハードウェア・ソフト
ウェアを導入する際
の手続きを定めてい
るか？

－－－－－ －－－ Ｎ
情報処理設備
の認可手続き
が不明確

ハードウェア・
ソフトウェアを
導入する際の
手続きを定め
ていない。

3
ハードウェア・ソフト
ウェアを導入する際
の手続きを定める。

情報セキュリティ運
営管理規程

4 1

A.6.1.5 機密保持契約

情報保護に対する
組織の必要を反映
する秘密保持契約
又は守秘義務契約
のための要求事項
は，特定し，定めに
従ってレビューする
こと。

秘密保持契約又は
守秘義務契約のた
めの要求事項を特
定し、契約者との内
容確認を行っている
か？

－－－－－ －－－ Ｎ
契約での要求
事項が不明確

秘密保持契約
又は守秘義務
契約での要求
事項が定めら
れていない。

3
秘密保持契約又は
守秘義務契約での
要求事項を定める。

人的セキュリティ管
理規程

4 1

A.6.1.6 関係当局との連絡
関係当局との適切な
連絡体制を維持する
こと。

情報セキュリティイン
シデントに早急に対
応するため行政・情
報サービス業者との
連絡体制を定めて
いるか？

－－－－－ －－－ Ｎ

行政・情報
サービス業者
との連絡体制
が不明確

情報セキュリ
ティインシデン
トに早急に対
応するため行
政・情報サー
ビス業者との
連絡体制を定
めていない。

3

情報セキュリティイン
シデントに早急に対
応するため行政・情
報サービス業者との
連絡体制を定める。

情報セキュリティ運
営管理規程

5 1

ギャップ分析対策表ギャップ分析対策表ギャップ分析対策表ギャップ分析対策表
現　　状

詳細対策
脆弱性
ランク

要求事項 関連する規程
対策後
脆弱性
ランク

ｾｷｭﾘﾃｨ
管理策

要求項目 確 認 項番

Y・・・対策済み
P・・・一部対策済み
Ｎ・・・対策なし
Ｎ／Ａ・・・対象外
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